
「養育費相談支援センター事業民間競争入札実施要項（案）」に係る 

意見募集の結果について 

 

 標記について、意見募集の結果、2 件の御意見をいただきましたので、お寄せいただいた御意

見と、御意見に対する回答及び実施要項の修正内容について、ご報告いたします。なお、本件に

直接関係しない御意見が 2件ありました。 

 

番号 御意見の内容 御意見に対する回答及び実施要項の修正内容 

１ 

 

実施要項案１の（３）の丸１のア

の本文３行目の「職員等」を「職

員、母子父子自立支援員等」とし

てはどうでしょうか。（理由）養育費

相談支援センター事業における

「相談支援」は自治体の相談担当

者を対象としているところ、養育費

相談に従事している職員は、母子

寡婦連等の団体に事業委託され

ていることが多い「母子家庭等就

業・自立支援センター」の職員と、

自治体（福祉事務所等）に配置さ

れている母子父子自立支援員との

二つの系列があります。したがっ

て、主として両者を対象とした「相

談支援」事業であることを明確にし

てはどうでしょうか。（実施要項案３

頁の丸２養育費相談支援事業の

アの（イ）の本文１行目と平仄を合

わせてはどうでしょうか） 

 

 御意見を踏まえて、「母子・父子自立支援員」を

明確にしました。 

実施要項案１の（３）の丸２のイ（実

施要件）について 

（１）最初のなかぐろの４行目 

「相談支援」を「相談」としてはどう

でしょうか 

（理由）関係機関に対する「相談支

援」と、当事者からの「相談」につ

いて区別した使い方が必要ではな

いでしょうか。 

 

 養育費相談支援事業では、母子家庭等や関係

機関からの相談に対して支援を行う事業であるこ

とから、御意見のような区別はしておりません。な

お、御意見をいただいた部分については、「相談

支援」よりも「相談」とした方が適切な表現となる

ため、そのように修正しました。 

実施要項案１の（３）の丸２のイ（実

施要件）について 

（２）二番目のなかぐろの１行目 

 「概ね３０分以内に、」を「概ね３０

分以内で対応し、」としてはどうで

しょうか。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正しました。 



実施要項案１の（３）の丸２のイ（実

施要件）について 

（３） 二番目のなかぐろの２行目 

 「１件当たり概ね２日以内」を「１

日当たり概ね３日以内」としてはど

うでしょうか 

（理由）休日や研修事業との関係

で回答は概ね３日以内が相当では

ないでしょうか。 

 

 開所日について休日があることや他の業務と重

なるなどにより 1件当たり概ね2日以内に対応す

ることが難しい場合も当然想定されることから、

当該要件についてはあくまで原則にとどまるもの

とさせていただいておりますので、原案通りとしま

した。 

実施要項案１の（３）の丸２のイ（実

施要件）について 

（４）４番目のなかぐろの本文 

 ２２時まで相談電話を受け付ける

日を平日１日設けることについて  

 (意見) 夜間の相談時間の延長

に対するニーズはそれほど多くは

ないと見込まれます（養育費相談

支援センターにおける２６年９月分

（稼働日数２６日）の電話相談につ

いてみると、総件数（概数）４７０件

のうち１７時から２０時までの相談

件数は８６件（１８．３％、１日当た

り３．３件）です。また、２２時まで対

応する当日の相談開始時間を１２

時からにした場合、利用者に周知

されにくいという点も懸念されま

す。 

 

 仕事などの都合で日中に相談することが難しい

方のために相談の機会を広げる必要があると考

えており、原案どおりとしました。 

２ 質の確保に関して、研修会後のア

ンケート調査も、相談支援に関わ

る苦情件数の集計も、すべて受託

者任せでは、不正な集計等があっ

ても発覚しない危険性がある。厚

生労働省による立ち入り検査や意

見聴取は、現在の案では実際に

行われるかどうかわからない。 

利用状況や満足度について、各地

の就業・自立支援センターに受託

者を経ずにアンケート調査するな

どの方法も取り入れるべき。 

 

 厚生労働省は、年２回、民間事業者より、研修

事業のアンケート結果を含む事業実施状況の報

告を受けることとなっており（実施要項案第７・３

（１）①）、その際、不正な集計等の有無を確認す

ることにより、不正な集計等の防止を図っていき

ます。 

別紙２のアンケート調査票につい

て、「エ．あまり良くなかった」「オ．

良くなかった」を選んだときや要望

があるときだけカッコ内に意見を書

く様式だど、意識的または無意識

的に意見記入が面倒でエ、オを選

 御意見を踏まえ、全ての選択肢についてそれを

選んだ理由や、ご意見・ご要望を記入していただ

くこととしました。 



ばない人が生じる危険性があるの

で、意見記入は任意にすると共

に、肯定的評価のときでも、どこが

良かったかなど意見記入できるよ

うにするべきである。 

 

 


